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本
稿
は
、
長
州
藩
村
落
の
内
部
構
造
を
究
明
し
、
藩
政
村
落
に
お
け
る
村
役
人
の
性
格
に
つ

い
て
、
実
態
的
機
能
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
そ
の
目
的
は
次
の
二
点
に
あ
る
。

 
第
一
点
は
、
山
口
県
近
世
史
研
究
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
山
口
県
下
で
は
市
町
村

史
の
発
刊
が
精
力
的
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
県
下
全
域
に
旦
っ
て
近
世
村
落

の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
藩
政
村
レ
ベ
ル
で
の
記
述
は
多
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
村
落
の
内
部
構
造
に
ま
で
立
入
っ
た
分
析
は
あ
ま
り
成
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
近
世
村
落
そ
の
も
の
を
分
析
対
象
と
し
た
研
究
も
、
西
村
睦
男
編
『
藩
領

の
歴
史
地
理
』
に
お
け
る
諸
論
文
の
外
は
意
外
に
乏
し
く
、
山
口
県
近
世
史
研
究
の
一
つ
の
弱

点
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
を
克
服
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 
第
二
点
は
、
長
州
藩
明
治
維
新
史
研
究
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
長
州
藩
明
治
維
新
史
研
究

の
基
底
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
は
、
幕
末
期
農
民
諸
階
層
の
動
向
の
究
明
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
就
中
、
天
保
二
年
一
揆
を
め
ぐ
る
諸
階
層
の
矛
盾
・
対
抗
関
係
は
、
そ
の
中
心

を
な
す
。
天
保
二
年
一
揆
に
関
し
て
は
、
長
い
研
究
史
が
あ
る
が
、
最
近
の
井
上
勝
生
山
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
一
揆
指
導
勢
力
の
一
つ
と
し
て
、
山
頭
や
証
人
百
姓
な
ど
、
下
級
の
村
役
人
の

動
き
を
評
価
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、
天
保
二
年
一
揆
か
ら
、
明
治
二
・
三
年
一
揆

に
至
る
農
民
諸
階
層
の
動
向
と
、
藩
側
の
対
応
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
畔

頭
を
一
揆
指
導
勢
力
と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、
芋
頭
が
一
揆
に
参
加
し
て
い
る
事

例
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
打
雪
面
軒
数
古
着
○
○
軒
の
中
に
黒
頭
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
畔

頭
の
一
揆
指
導
を
一
般
化
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
一
揆
の
各
状
況
を

点
検
し
た
上
で
の
、
よ
り
精
緻
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
畔
頭
そ
の
も
の
の
村
落
に
お

け
る
性
格
規
定
を
厳
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
長
州
藩
独
特
の
村
役
人
で
あ
る
畔
頭
は
、
通

常
、
幕
府
領
に
お
け
る
組
頭
に
相
当
す
る
役
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
幕
府

領
に
お
け
る
組
頭
は
、
通
説
的
(
高
等
学
校
日
本
史
教
科
書
な
ど
に
よ
る
)
に
は
庄
屋
を
補
佐

す
る
と
い
う
三
昧
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
畔
頭
は
、
組
頭
と
同
様
、
よ

り
農
民
的
立
場
に
立
つ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

畔
頭
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
け
る
研
究
状
況
は
、
法
制
的
解
釈
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
具
体

的
機
能
に
即
し
て
、
そ
の
性
格
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

右
の
よ
う
な
明
治
維
新
史
研
究
を
行
な
っ
て
い
く
上
で
の
諸
問
題
に
関
し
て
、
基
礎
的
諸
事
実

を
固
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

 
以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
に
、
以
下
、
ま
ず
、
藩
政
村
落
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、

村
役
人
の
性
格
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
、
畔
頭
を
中
心
と
し
て
論
述
し
、
最
後
に
、
補
論
と
し

て
、
村
役
人
の
機
能
と
密
接
に
関
係
す
る
年
貢
関
係
諸
帳
簿
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
関
説
す

る
Q

 
 
(
注
)

O②(3)

特
に
村
落
構
造
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
石
原
潤
「
防
長
に
お
け
る
村
と
小
地
域
集

団
」
 
山
澄
元
「
萩
藩
藩
政
村
に
お
け
る
知
行
地
の
構
造
」
。
な
お
山
嵐
元
「
毛
利
藩

藩
政
村
の
一
考
察
」
(
『
人
文
地
理
』
一
八
1
三
)
参
照
。

井
上
勝
生
「
長
州
藩
と
水
戸
藩
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
1
2
 
近
世
4
』
)
 
二
八
一
～

二
頁

拙
稿
「
幕
末
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
闘
争
」
(
『
史
学
研
究
』
一
三
一
号
)
、
 
「
幕
末

期
長
州
藩
の
宗
教
政
策
」
(
河
合
正
治
編
『
瀬
戸
内
海
地
域
の
宗
教
と
交
化
』
所
収
)
、

「
幕
末
期
長
州
藩
の
心
学
教
化
政
策
」
(
『
史
学
研
究
』
＝
二
四
号
)
、
「
明
治
初
年
に
お

け
る
山
口
藩
民
政
と
農
民
闘
争
」
 
(
一
九
七
八
年
度
広
島
史
学
研
究
会
日
本
史
部
会
報

告
 
た
だ
し
未
発
表
)
、
「
長
州
藩
天
保
一
揆
の
展
開
」
(
『
宇
部
地
方
史
研
究
』
第

八
号
)
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㈲(5)

前
掲
井
上
氏
論
文
も
「
庄
屋
の
下
に
位
置
す
る
組
頭
・
肝
煎
・
年
寄
に
相
当
す
る
村
役

人
」
 
(
二
六
七
頁
)
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

畔
頭
説
明
の
た
と
え
と
さ
れ
て
き
た
幕
府
領
の
組
頭
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
解
明
さ

れ
つ
く
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
 
『
近
世
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
お
け
る

木
村
礎
氏
の
村
役
人
に
関
す
る
解
説
(
一
＝
二
～
三
頁
)
。
最
近
で
は
、
む
し
ろ
組
頭

は
、
名
主
の
補
佐
役
で
あ
る
が
、
同
時
に
組
の
頭
で
も
あ
り
、
年
貢
を
ま
ず
組
ご
と
に

集
め
、
そ
れ
を
名
主
の
所
に
よ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
総
括

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
畔
頭
を
説
明
す
る
た
め
の
比
較

の
基
準
と
し
て
の
組
頭
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
通
説
的
な
組
頭
の
理
解
を
基
準
と

し
て
論
を
展
開
す
る
。

二
藩
政
村
落
の
構
造

 
長
州
藩
藩
政
村
落
の
構
造
に
つ
い
て
、
熊
毛
宰
判
の
岩
田
・
塩
田
・
三
輪
・
束
荷
の
四
ケ
村

(
現
在
の
熊
毛
郡
大
和
町
)
を
中
心
素
材
と
し
て
分
析
す
る
。
ま
ず
最
初
に
、
熊
毛
宰
判
に
お

け
る
藩
政
村
落
と
そ
の
内
部
構
成
た
る
畔
頭
組
を
安
政
年
間
の
「
郡
中
大
略
」
に
よ
っ
て
示
し

て
お
く
と
、
表
1
の
如
く
で
あ
る
。
熊
毛
宰
判
二
一
村
は
、
蔵
入
地
の
み
九
村
、
蔵
入
・
給
領

入
相
は
八
重
、
重
書
の
み
は
四
悪
と
な
っ
て
い
る
。
蔵
入
地
に
お
け
る
六
五
の
畔
頭
組
の
軒
数

規
模
は
、
表
2
の
如
く
、
六
十
軒
台
の
も
の
が
一
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
一
番
多
く
、
次
い
で

五
十
軒
台
と
七
十
軒
台
が
一
五
・
四
。
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
畔
頭
組
の
う
ち
二
百
軒

を
超
え
る
も
の
が
六
組
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
室
積
村
・
室
積
浦
の
畔
頭
組
で
、
商
業
的
地
域
の

色
彩
が
濃
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
他
村
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
例
外
的
な
も
の

と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
給
領
地
に
お
け
る
畔
頭
上
は
、
そ
の
軒
数
規
模
は
小
さ

く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
三
十
軒
台
の
も
の
が
二
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
多
い
。
し
か
し
、

十
軒
以
下
程
度
の
畔
頭
組
は
、
知
行
地
の
端
数
を
調
整
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
も
の
も
多
く
、
村
役
人
も
兼
帯
し
て
任
ぜ
ら
れ
、
実
質
的
行
政
機
能
を
果
し
て
お
ら
ず
、
こ

れ
ま
た
例
外
的
な
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
ま
た
、
給
領
地
に
お
い
て
も
五
十
軒
台
か
ら
七
十

軒
台
の
畔
頭
組
も
、
約
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
か
な
り
の
数
に
達
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
熊
毛
宰
判
に
お
け
る
畔
頭
組
は
、
五
十
軒
か
ら
八
十
軒
程
度
を
標
準
的

な
軒
数
規
模
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
給
領
地
に
お
け
る
畔
頭
組
は
、
給
領
の
錯
綜
性
と
の

関
係
で
、
や
や
規
模
が
小
さ
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
で
き
よ
う

 
次
に
岩
田
・
塩
田
・
三
輪
・
重
荷
村
の
畔
頭
重
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
を
示
す
と
表
3
の
如

く
で
あ
る
。
岩
田
村
国
光
給
、
塩
田
村
神
護
豊
里
、
束
至
尊
福
原
給
な
ど
の
微
小
な
給
領
地
を

除
去
し
て
、
各
村
落
に
お
け
る
畔
頭
組
の
平
均
軒
数
を
求
め
る
と
、
岩
田
村
で
は
七
六
・
八

軒
、
塩
田
村
で
は
八
四
・
四
軒
、
三
輪
村
で
は
八
三
・
七
軒
、
束
里
村
で
は
六
二
・
四
軒
と
な

り
、
ほ
ぼ
熊
毛
宰
判
全
体
の
畔
塊
茎
の
標
準
的
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
畔
頭
組
は
、
そ
の
内
部
に
数
個
の
構
成
単
位
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
岩
田
村
上
組
で

は
、
大
畑
・
別
当
・
上
岩
田
・
中
村
・
丸
山
・
光
蔵
寺
・
道
導
・
中
岩
田
・
才
役
・
王
地
・
片

山
・
明
渋
の
十
二
の
内
部
構
成
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
集
落
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
に
は
、

こ
の
大
畑
の
よ
う
に
二
軒
、
あ
る
い
は
塩
田
富
国
田
組
の
小
坂
の
一
軒
の
よ
う
な
単
位
が
あ
る

が
、
岩
田
村
や
塩
田
村
功
田
組
は
、
浴
が
数
多
く
発
達
し
て
お
り
、
集
住
が
不
可
能
な
地
域
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
文
三
年
の
「
地
下
上
申
絵
図
」
に
お
け
る
人
家
の
位
置
と
、
表
3
に

お
け
る
地
名
を
対
応
さ
せ
る
と
、
束
荷
村
で
は
十
一
の
内
部
構
成
の
う
ち
、
野
尻
・
小
束
荷
・

横
尾
・
新
市
・
大
平
・
宮
ノ
奥
・
樋
ノ
ロ
・
黒
丸
の
八
ケ
所
が
そ
の
ま
ま
照
合
す
る
。
残
る
帆

柱
・
石
原
・
長
濱
に
つ
い
て
は
、
大
和
町
役
場
の
字
図
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
稲
葉
・
宝
城
庵

・
浅
倉
と
い
う
小
字
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
畔
薄
曇
の
内
の
十
一
の
内
部
構
成
は
、
 
「
地
下
上
申
絵
図
」
に
お
け
る
十

一
の
小
村
・
小
名
に
全
て
対
応
で
き
る
。
 
「
地
下
上
申
絵
図
」
に
お
け
る
人
家
の
位
置
を
観
察

す
る
と
、
十
一
の
小
村
・
小
名
ご
と
に
か
な
り
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
記
入
さ
れ
て
お
り
、
集

表2 熊毛宰判一模分布
領給蓄蔵

％数組％数畔頭組軒数組

4
4
2
3
8
9
4
9
8
0

2
2
2
7
9
4
4
4
9
2

 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
∩
∠

1
1
5
3
4
2
0
2
4
9

 
 
 
 
 
 
1

5
5
5
5
5
5
5
 
 
5
6

1
1
1
1
1
1
 
1
 
 
1
4

5
6
1
3
4
9
4
2
5
5
5

1
4
3
2
5
6
5
9
1
1
1

 
 
 
1
1
1
1

-
」
■
■
1
1
¶
置
臼
-
1
一

(400)

(307)

(295)

(246)

(224)

(229)

-
且
 
 
 
 
 
-
つ
」

1
3
2
8
0
1
0
6
1
1
1

 
 
 
 
1
1
1

180一一

170-v179

160一一169
150'一・一159

140'h-149

130''一139

120一一129

110一一119
100t一・一109

90-v99

80一一89

70一一79

60一一69
50・一一59

40一一49
30-v39
20・一一29

10一一 19

 0一一9

1004110065計合

〔備考〕畔頭組軒数180軒以上のものは()にれ入   '観る K城る荷
                        集察十な庵帆・1   て実数で示す。表1と同史料により作成
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15 長州藩村落の構造とその機能

表1 熊毛宰判における畔頭組軒数規模 (安政年間)

蔵

入

給

領

藁葺(闇主)蛭・小口惣高(石)1門役三一数巨頭組軒数

上久原

下久原

長野

原

八代

呼坂

上小面防

小周防

島田

光井

室積

室積浦

岩田

束荷

塩田

宿井

川西

豊丘(宍戸孫四郎)

立野(清水美作)

三輪(井原豊前)

差川(毛利隠岐)

差響(毛利主計)

今川(天野小鳩)

差川(繁沢市之助)

差川(山内正三郎)

差川(亭亭門)

原・呼坂(寺島太次郎)

呼坂(宍戸伸)

呼坂(桂隼人)

呼坂(河内新兵衛)

案晶薄凝(翻
小周防(松浦太兵衛)

小周防(山根三郎兵衛)

小周防(守田惣右衛門)

小周防(広瀬孫右衛門)

小周防(守田儀兵衛)

立野(清水新三郎)

島田(佐々木陽五郎)

島田(藤井善次郎)

島田(吉原太郎兵衛)

島田(飯田源七郎)

島田(高木半兵衛)

島田(原田子吉)

島田(渡辺新七)

島田(村上源右衛門)

束荷(福原近江)

塩田(神護寺)

岩田(国光小源太)

 山本要助

 弘中丈治郎

 田中忠次郎

 山本馬蔵

 田中茂右衛門

 河内清次郎

○坂本秀助

. 〇三輪辰之助

 三輪善右衛門

 梅本吉之進

 熊野半右衛門

 江本源吉

 国光彦太郎

○林小兵衛

 友利虎之進

 河村武一郎

 松田太兵衛
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坂本秀助

三輪辰之助
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 21
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樋山尚吉
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三輪辰之助

林小兵衛
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〔備考〕

(注1)庄屋のう

ち○印は小都合

庄屋兼帯を示
す。

(注2)村落およ

び給領における

家数は，「熊毛

宰判郡中大略」

にも記載されて

いるが，畔頭組

軒数の合計と合

致しないものが

8例ある。原因

は「熊毛宰判雪

中大略」が写本

であるための誤

写とも考えられ

るが，ここでは

筆者が畔頭組軒

数を総計したも

のを掲げる。

 「熊毛宰判郡中

大略」 (山口女

子大学付属図書

館蔵)より作
成。
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            表3

岩田村  庄屋 国光彦太郎
畔
頭
組
畔
頭
町
一

軒弊舗成断数 畔頭組畔総名軒数 内部構成軒数

上組
糟�負E衛門

851大 畑 「 別 当

 
2
2

    1下組梅原小右衛門

102 稲:葉

ｼ 尾

13

U

F 上岩田 15 坂根 12

i 中 村 4 源:城 14

1 :丸 山 6 森ケ迫 14

光蔵寺 8 周 :地 15

道前  「 3 福重 15

中岩田122 助 石 13

『立役111
?g

一86 一伊 賀
12

一

王 :地

?山
ｾ
 
渋
一

3
5
4
｝
 
一

渡辺十郎兵衛 三鍛冶屋

ｬ 南

19

X

矢島 ll

下組

@ 利兵衛
76 慶見 24

引 地 10

後 畑 5
小 倉 14

吉井田
P八反劇睡リ山

縁ｼ 尾

焔g通
a呂井

lg

S
5
4
4
1
8

上組
寘ｶ衛門

［
1
［

 安 栄

P06十 王

@相 帰
@入 野
@黙屋μo

一隆1

Q3

V
4
6

一

明神浴

ﾑ岡LjL

9

『左田組
一ヨー一

@178

1山里山 坂
2
0
『
1雨桑上組 74 家 常 17 林宗兵衛 「 上 郷 9

森山七兵衛 竹ノ下・ 7 尾 尻 8

岩山 9 原浴 11

重平 18 後 畑 21

新 所 11 鳩 岡 7

打方 一 12
守役 3

一   一 一    一             

雨桑下組 72 森ケ迫 12 生野 18

虎之助 山 根 11
一                                                                                    『

ｭ石組
一 一     . 

T0 中 坪 9

末国
ｴケ迫 6

5

熊野太郎兵衛 庄屋側 9

近 政

?塚
9
1
5

宮ノ迫

?蜥n平 5
6
7

小 池 7
田 中 14

池ノ山 3

;一
＝

一儀 山 4 神護寺知行所 4 山 田 4
一 一

糟�ｬ源太知行所

ｬ都合庄屋

｛

国吉邦 τ 小都合林小兵衛
居ｯ屋又兵衛

林小兵衛

給庄屋林田礒吉 8 軒数合計 426軒

閏得軒 q6 r軒
軒数合計   312軒
門役軒 104. 5軒
     (石)
村高  2，210. 324
 蔵入 2，147. 324｛
 給領   63. 000
畔頭組平均 76. 8軒

大和町域4藩政村の畔頭組構成(安政年間)

 塩田付 庄屋 友利虎之進     三輪村 小都合庄屋守田彦右衛門

                 井原豊前旧領 給庄屋 常蔵

門役軒

三頭二二頭名

上組
   虎太郎

下組
庄太郎

西畑組
忠 三

三
間
場
原
導
束

艀
奥
庭
噸

轍
刀

93 市
市
田
当
面
鼻

輪
 
 
別

三
新
潤
当
宇
貞

帰
田
山
畑
徳

鮎
石
片
西
定

馴8

数
9
0
9
0
2
5
2

軒
1
1
1
1
1

3
8
8
門
∠
4
T
8

∩
∠
 

-
」
1
1
基
1
5

ハ
∠
《
乙
5
阿
1
5

1
1
1
∩
∠
-
」

軒数合計

門役軒

村高
｛蔵入

隔領

冠頭組平均

   251軒
  88. 5軒
 (6)
1，514. 761

 0
1，514. 761

 83. 7軒

束荷村庄屋 林小兵衛

畔切組畔町名

下組
(守田)直吉

数
9

軒
［
4

横鷹宇兵衛i 64

大平組
 林利右衛門

上組
 林庄右衛門

45

68

内部構成

野 尻

荷
尾
市

東小
泊
新

「大平
1新市

中
原
奥

 
 
ノ

帆
石
宮

黒杭組     lS6 1樋ノロ

 林清右衛門 1  黒 杭
         長 濱

福原近江知行所
給庄屋林儀兵衛
咽頭 団 蔵

10陣湘

委
Q
ノ

軒
4

Q
/
4
1
 0ノ
〆
0

1
3
1
 2
120
R2

P
6
一
2
6
4
0
2
0
＝
1
0

 
入
戸

高
蔵
給

村
一

畔頭組平均

96. 5軒

  (石)

3，510. 105

3，493. 362
 16. 743

 84. 4軒

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. ， No. 26.  March， 1980

計
軒繋軒

門

 
入
領

高
蔵
給

村
～
識

畔頭組平均

〔備考〕表1と同史料により作成

 322軒
 125軒
  (石)

3，172. 715
3，025. 448
 147. 267

 62. 4軒
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落
と
し
て
の
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
、
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
畔
頭
組
の
内
部
構
成
は
、
集

落
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
現
在
に
お
け
る
大
和
町
内
の
部
落
構
成
と

そ
の
景
観
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
証
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
岩
田
村
と
塩
田
村
に
つ
い
て
は
、

扇
頭
組
の
内
部
構
成
単
位
は
あ
ま
り
に
も
細
分
化
さ
れ
お
り
、
現
在
に
お
い
て
は
、
二
～
三
の

単
位
を
合
併
し
て
一
部
落
を
形
成
し
て
い
る
。

 
馬
頭
組
は
、
右
の
よ
う
に
、
集
落
を
い
く
つ
か
統
合
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
、

束
荷
村
新
市
が
横
尾
組
と
大
平
組
に
分
割
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
集
落
を
分
割
し
て
い
る
例
も

あ
る
。
従
っ
て
、
畔
頭
組
は
行
政
的
設
定
の
性
格
を
有
し
、
生
活
共
同
体
と
し
て
の
機
能
は
、

荒
神
あ
る
い
は
地
神
の
講
単
位
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
 
『
防
長
風
土
注
進

案
』
の
風
俗
の
項
に
よ
れ
ば
、
岩
田
村
は
、
「
正
月
之
内
ニ
ハ
地
神
申
と
撮
し
弐
拾
軒
程
三
二

講
組
を
分
ケ
、
書
芸
を
招
キ
祭
式
相
調
、
次
面
一
地
下
中
諸
白
り
等
講
談
候
、
人
々
田
植
日
取

を
茂
仕
候
、
…
…
…
十
一
月
二
荒
神
申
と
て
社
家
を
招
キ
祭
式
相
調
、
講
中
申
伊
野
正
月
地
神

申
同
様
二
御
座
候
、
尤
六
月
二
も
夏
申
と
も
同
様
二
祭
式
仕
儀
」
、
塩
田
村
は
、
 
「
九
十
月
早

強
地
神
講
荒
神
講
と
唱
、
拾
人
拾
五
人
宛
組
合
を
取
、
前
年
圓
上
に
て
富
家
江
社
人
盲
僧
粗
相

招
キ
、
講
中
米
壱
升
二
銭
.
 
五
分
宛
も
持
寄
濁
酒
領
導
等
耳
漏
仕
」
、
束
荷
手
は
、
 
「
夏
秋
両
度

荒
神
申
之
義
は
最
寄
之
講
組
を
分
ケ
軽
キ
営
仕
、
其
節
地
下
中
心
談
仕
候
事
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
。
岩
田
村
・
束
荷
村
と
も
に
、
荒
神
・
地
神
申
の
時
に
、
地
下
中
の
寄
合
い
を
行
な
っ
て

田
植
の
日
取
り
な
ど
を
取
決
め
て
お
り
、
講
は
祭
祀
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
、
共
同
体
運
営
の

た
め
の
寄
合
い
の
機
能
を
果
し
て
い
る
。
な
お
、
三
輪
村
に
は
、
講
組
の
記
述
は
無
い
が
、
 
『

防
長
風
土
注
進
案
』
の
風
俗
の
項
は
村
に
よ
っ
て
精
粗
が
あ
り
、
記
述
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て

講
組
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
な
い
。
熊
毛
宰
判
の
各
村
落
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
村

で
荒
神
・
地
神
の
岩
組
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
三
輪
村
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
と

も
推
察
さ
れ
よ
う
。

 
畔
頭
組
の
内
部
の
行
政
組
織
に
つ
い
て
、
束
荷
村
下
組
の
場
合
に
つ
い
て
、
下
組
学
頭
を
勤
め

た
守
田
家
に
伝
来
す
る
戸
籍
帳
に
よ
り
復
元
を
行
な
う
と
、
表
4
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い

る
。
戸
籍
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
 
い
・
ろ
・
は
・
に
・
ほ
 
は
、
戸
籍
仕
法
に
よ
れ
ば
「
台

紙
江
本
紙
之
は
り
立
ハ
十
人
組
を
一
組
直
々
二
而
、
い
ろ
は
之
相
等
を
以
仕
分
ケ
、
 
一
組
切
順

々
次
第
を
追
ひ
仕
立
可
申
言
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
十
人
組
を
示
し
て
い
る
。
 
つ
ま

り
、
束
荷
村
下
組
は
、
ほ
ぼ
十
軒
を
単
位
と
す
る
 
い
・
ろ
・
は
・
に
・
ほ
の
五
つ
の
十
人
組

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
十
人
組
は
安
永
八
年
「
先
年
よ
り
五
人
組
の
法
有
之
候
へ
共
、
仕
法

不
行
届
二
千
、
只
今
よ
り
五
人
組
を
弐
組
合
せ
、
十
軒
の
内
よ
り
壱
人
宛
頭
取
百
姓
を
定
、
諸

事
の
世
話
似
せ
古
書
煮
て
可
申
付
候
」
と
い
う
理
由
で
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

各
十
人
組
に
は
一
人
ず
つ
の
頭
取
百
姓
が
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
頭
取
百
姓
は
「
人
柄
は
下
の

無
二
任
せ
、
給
米
の
沙
汰
不
及
」
と
い
う
こ
と
で
、
村
民
の
意
向
を
反
映
し
て
任
ぜ
ら
れ
て
い

た
。
十
人
組
は
、
地
域
的
結
合
が
指
向
さ
れ
て
お
り
、
安
永
八
年
に
五
人
組
を
合
併
し
て
設
定

さ
れ
た
時
も
、
 
「
組
合
の
郡
家
替
其
外
等
二
て
遠
方
相
隔
り
候
補
は
諸
事
不
行
届
目
付
、
此
内

組
替
の
所
も
有
之
、
未
其
気
付
無
之
所
も
有
之
様
二
相
聞
候
条
、
有
懸
り
の
組
相
隔
リ
居
候
分

有
之
候
ハ
x
、
何
分
現
軒
引
続
候
て
、
組
替
相
成
思
様
早
々
御
篭
義
」
と
い
う
こ
と
で
、
移
転

に
よ
り
地
域
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
家
が
あ
る
場
合
に
は
、
十
人
組
の
編
成
替
え
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

 
十
人
組
頭
取
百
姓
の
中
か
ら
、
畔
心
組
ご
と
に
一
人
、
証
人
百
姓
が
選
ば
れ
た
。
証
人
百
姓

の
任
務
は
、
 
「
畔
頭
山
面
入
目
足
役
拝
其
外
帯
割
符
詳
論
之
、
取
帳
道
立
迄
も
見
合
、
存
寄
有

之
儀
は
無
遠
慮
申
合
、
地
下
為
宜
取
計
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
証
人
百
姓
の
性
格
に
つ
い

て
は
、
次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
証
人
百
姓
の
儀
は
惣
百
姓
中
の
目
代
に
立
、
米
銀
取
計
諸
法
リ
見
野
臥
者
二
付
、
頭
百
姓

 
 
の
内
人
柄
相
撰
せ
可
申
付
筈
候
処
、
村
二
寄
証
人
百
姓
は
畔
頭
の
下
知
を
野
相
勤
候
様
成

 
 
行
、
太
概
小
百
姓
無
事
無
筆
の
者
相
勤
、
不
呑
込
よ
り
印
形
仕
候
故
百
姓
中
米
銀
取
引
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

 
 
疑
ヒ
を
起
候
、
地
下
出
入
間
々
有
之
や
う
に
相
聞
候
(
下
略
)

 
こ
の
史
料
は
、
天
明
年
中
に
お
い
て
、
法
令
が
う
ま
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
れ
ば

上
申
せ
よ
と
目
蓋
が
命
じ
た
こ
と
に
対
す
る
、
答
申
の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
答
申
の

結
論
的
部
分
は
、
本
論
と
直
接
関
係
が
無
い
の
で
省
略
し
た
が
、
要
す
る
に
証
人
百
姓
を
骨
頭

と
同
格
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
答
申
は
勿
論
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

問
題
は
、
当
時
の
状
況
に
お
い
て
証
人
百
姓
が
い
か
な
る
役
職
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
で

あ
る
。
右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
証
人
百
姓
は
惣
百
姓
の
代
表
と
い
う
性
格
が
あ
り
、
も
し
畔
頭

の
恣
意
に
よ
り
選
ば
れ
て
勤
務
を
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
都
合
が
生
じ
る
と
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
本
来
的
に
は
畔
頭
の
支
配
を
受
け
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

 
な
お
、
証
人
百
姓
の
任
期
は
、
原
則
的
に
は
一
年
交
代
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
束
荷
村
下
組

の
場
合
は
、
組
内
最
高
の
持
高
四
十
石
彫
の
林
惣
十
郎
が
、
享
和
二
年
か
ら
慶
応
三
年
の
六
六

年
間
担
当
し
て
お
り
、
固
定
化
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。

 
馬
頭
組
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
、
次
に
、
石
高
に
よ
る
階
層
構
成
を
と
っ
て
み
る
と
、
表
5

の
よ
う
に
な
る
。
表
に
見
ら
れ
る
如
く
、
証
人
百
姓
・
山
廻
り
役
な
ど
を
上
層
と
し
て
、
か
な

り
の
階
層
分
化
が
見
ら
れ
、
三
石
に
満
た
な
い
貧
農
層
が
四
三
メ
ー
セ
ン
ト
も
存
在
し
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
ほ
組
に
お
け
る
利
吉
の
よ
う
に
、
本
島
百
姓
で
あ
り
な
が

ら
田
畠
震
害
、
石
高
四
斗
七
升
七
合
の
よ
う
に
没
落
し
て
い
る
者
も
お
り
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
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表4 束荷村下組の十人組構成(嘉永年間)
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表5 束荷村下組の階層構成

20以上 1(証人百姓)

18・Nt19 11

17''v18 i

1
 
1

2

1
2
1
2
6
5
4
7
4
9

η
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

橡
麺
搬
奪
乳
隻
論
評
卜
(石高)

1(山廻り役)

1

2
2
2
24

 2

14
12
1一. e

13

11

i9
15

19
19

1一軒数(軒)1％

〔備考〕表4と同史料により

  作成

表6 束荷村下組
 春雪名寄帳登録軒の性格

登録軒種類 軒数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軒
軒
軒
軒
男
軒
軒
 
所
作
作
作
他
計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
入
入

 
朱
 
朱
 
引
廻
 
作
村
村
荷
の

 
5
 
5
 
 
 
 
 
野
田
束

本
二
半
2
二
二
二
二
惣
立
岩
下
そ
 
合

U
3
σ
9
⑳
1
1
1
9
2
0
D
2
0
」
m

〔備考〕「周防国熊毛郡戸籍下書熊毛宰判束荷三子屋存内下組畔頭一組」

                    (守田家文書)より作成

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. ， No，25.  March.  1980

〔備考〕

「熊毛郡束荷村翁定名寄帳
 庄屋林小兵衛存内
 畔頭直吉組」(安政6年)
 (守田家文書)により作成



長州藩村落の構造とその機能19

れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
末
期
に
門
役
軒
が
単
な
る
名
目
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状

況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
戸
籍
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
田
畠
・
石
高
は
、
戸
籍

が
「
入
作
之
百
姓
居
村
之
帳
江
入
候
二
付
、
両
方
之
帳
江
付
申
ま
し
き
事
」
と
い
う
こ
と
か

ら
、
家
ご
と
の
正
確
な
持
高
を
示
し
て
い
る
が
、
春
定
名
寄
帳
に
見
ら
れ
る
持
高
は
、
入
作
関

係
を
整
理
し
な
い
と
、
家
ご
と
の
持
高
は
正
確
に
は
判
明
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
右
の
戸
籍
帳

と
ほ
ぼ
同
時
期
の
春
定
名
寄
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
百
姓
の
内
訳
は
、
表
6
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
で
み
る
と
自
証
村
下
組
に
は
、
他
村
や
他
畔
頭
組
か
ら
入
作
し
て
い
る
者
が
、
一
二
二
軒

の
う
ち
五
九
軒
で
四
八
.
 
パ
ー
セ
ン
ト
も
存
在
し
て
お
り
、
自
計
名
寄
帳
に
よ
る
階
層
構
成
分
析

は
、
入
作
関
係
を
整
理
し
た
上
で
な
い
と
正
確
な
も
の
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
如
実
に
示

 
 
 
 
o
o

さ
れ
て
い
る

 
(
注
)

①
 
畔
頭
組
の
軒
数
規
模
に
つ
い
て
は
、
前
掲
石
原
・
山
澄
氏
の
分
析
が
あ
る
が
、
対
象
地

 
 
域
も
狭
く
、
ま
た
単
純
平
均
値
で
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
、
藩
庁
が
畔
頭
組
の
標
準
規

 
 
模
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
よ
う
と
し
た
か
の
関
聯
か
ら
は
不
充
分
で
あ
る
。

②
 
畔
単
組
が
集
落
を
分
割
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
掲
石
原
氏
論
交
に
、
山
口
宰
判
の

 
 
平
川
地
区
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

㈲
 
勿
論
、
後
述
す
る
船
木
宰
黒
歯
須
恵
村
野
来
見
の
如
く
、
小
村
と
黒
頭
組
が
一
致
し
て

 
 
い
る
場
合
に
は
、
生
活
共
同
体
と
畔
単
組
と
の
解
離
は
お
こ
ら
な
い
。

ω
 
こ
の
戸
籍
帳
は
、
年
次
を
経
る
に
従
っ
て
発
生
し
た
移
動
を
、
加
筆
あ
る
い
は
削
除
し

 
 
て
い
る
た
め
、
史
料
操
作
が
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
生
年
や
墨
色
の
変
化

 
 
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
年
度
に
登
載
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を
表

 
 
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
旦
那
寺
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、

 
 
近
く
の
慶
宝
寺
・
来
迎
寺
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
中
に
は
塩
田
村
の
光
明
寺
、

 
 
三
輪
村
の
浄
国
寺
を
旦
那
寺
と
す
る
家
も
あ
り
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

 
 
こ
の
寺
檀
関
係
は
、
現
在
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

㈲
 
「
文
政
九
年
戸
籍
一
件
控
」
山
口
県
文
書
館
蔵

㈲
 
「
御
書
付
愛
冠
後
規
膝
甲
」
七
(
『
山
口
県
史
料
 
近
世
編
法
制
下
』
二
三
二
頁
)

ω
 
引
手

⑧
 
同
右
 
二
四
六
頁

⑨
 
 
「
四
冊
御
書
付
」

⑩
 
「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」
十
一
(
『
山
口
県
史
料
 
近
世
編
法
制
下
』
四
一
五
頁
)

ω
 
名
寄
帳
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
土
屋
貞
夫
「
名
寄
帳
の
分
析
に
つ
い
て
i
明
治
期
の

美
祢
郡
伊
佐
村
」
(
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第
四
十
号
)
が
あ
り
、

る
入
作
の
問
題
に
関
し
て
、
史
料
操
作
必
要
性
の
指
摘
が
あ
る
。

三
村
役
人
の
性
格
と
そ
の
機
能

名
寄
帳
に
お
け

 
こ
こ
で
は
、
二
で
述
べ
た
よ
う
な
内
部
構
造
を
も
つ
長
州
藩
村
落
に
お
け
る
村
役
人
の
性
格

と
機
能
に
つ
い
て
、
畔
頭
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。
長
州
藩
に
お
け
る
村
役
人
は
、
蔵
入
地

の
場
合
は
庄
屋
・
畔
頭
、
給
領
地
の
場
合
は
小
都
合
庄
屋
・
給
庄
屋
・
給
畔
頭
で
あ
る
が
、
そ

の
法
制
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
 
『
防
長
風
土
注
進
案
』
研
究
要
覧
の
用
語
解
説
の
各
項
目
に
、

既
に
説
明
し
尽
さ
れ
て
い
る
の
で
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
、
村
役
人
の
諸
機
能

-
特
に
畔
頭
の
職
務
内
容
を
実
態
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
主
題
を
限
定
す
る
。

 
 
 
 
ω
年
貢
収
納

 
村
役
人
の
職
務
の
根
幹
は
年
貢
収
納
に
あ
る
が
、
そ
の
構
造
を
ま
と
め
て
み
る
と
表
7
の
如

く
な
る
。
使
用
し
た
史
料
は
、
公
園
関
係
が
舟
木
宰
判
東
須
恵
村
(
現
宇
部
市
)
の
伊
藤
家
と

舟
木
宰
判
藤
曲
村
(
現
宇
部
市
)
の
桜
井
家
に
伝
来
し
た
「
畔
頭
座
付
渡
御
用
物
付
立
井
年
中

行
事
書
」
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
そ
の
奥
書
に
「
右
畔
頭
役
座
附
渡
御
用
物
附
立
井
年
中
行

事
大
要
前
書
之
通
り
相
心
得
無
滞
取
捌
、
向
後
御
役
交
代
呼
塩
は
此
書
物
之
前
を
以
、
後
役
々

々
江
附
渡
諸
事
無
不
束
様
中
華
所
勤
些
事
 
弘
化
三
午
八
月
 
御
代
官
所
(
印
)
」
と
あ
り
、

中
頭
の
職
務
に
関
す
る
諸
帳
簿
・
諸
道
具
と
、
そ
の
職
務
内
容
を
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
順
を

追
っ
て
書
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
家
の
も
の
と
桜
井
家
の
も
の
は
、
担
当
す
る
地
域
の
性

格
の
差
に
よ
り
若
干
の
職
務
内
容
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
同
内
容
で
あ
り
、
奥

書
か
ら
判
断
し
て
も
、
代
官
所
が
示
し
た
畔
頭
の
職
務
便
覧
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
庄
屋
関
係
で
使
用
し
た
の
は
、
小
郡
宰
判
秋
穂
村
(
現
秋
穂
町
)
の
山
内
家
に
伝
来
し
た
「
庄

屋
元
年
中
行
事
」
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
九
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
庄
屋
の
職
務
内
容
を

順
を
追
っ
て
書
上
げ
た
も
の
で
、
九
月
目
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
庄
屋
の
任
免
が
主

と
し
て
こ
の
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
内
容
は
、
職
務
内
容
に
関
係

す
る
諸
帳
簿
の
雛
型
を
も
載
せ
る
詳
細
な
も
の
で
、
職
務
遂
行
上
の
手
引
き
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
三
点
の
史
料
は
、
そ
の
地
域
を
異
に
し
て
い
る
が
、
一
般
性
を

持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
代
官
の
職
務
内
容
を
関
連
さ
せ
て
、
年
貢
収
納
構
造
を
照
合
さ
せ
て
い

く
と
表
7
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
年
貢
収
納
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
畔
頭
の
果
し
て
い
る
役
割
で
あ
る
。
年
貢
収
納
の

宇部工業高等専門学校研究報告 第26号 昭和55年3月
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温  皐 剛陪 1(an醗〉十・呵声)離憲

(D＞熟…半馨・蝋勲温畢)翻蛾蕾

 一

G「

葺…描・燵灘「煎噌四辻鋸」→ 岳識・燵讃「劃臨画謡颯」→ ←偉引・餅藩謁油韓冊颯

(酬三際司嚇齢㊦蕪) 腱謎「σ融諮戴珊歯凋軸」

P継謝「珊咄煎瑠三軒軽」

蜴薄最;田髄臨※望〉醇劃 』ゆ

ﾀ
燧謝「煎蕪覚［璃暗鴻颯」

誉卜「賠酬｛珊苔二二 ［ロー→

旧     一  一

轟
誉卜「三目「鼠講卦講 ロ］一→

痔寄詳旨e灘画三三 田い 血
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基
本
と
な
る
諸
帳
簿
の
調
整
は
、
三
月
に
畔
頭
が
、
 
「
名
寄
記
帳
相
調
、
念
を
入
下
調
へ
致
、

入
狂
卜
者
新
下
札
返
上
共
二
何
時
茂
清
算
相
成
候
様
仕
向
旧
事
」
と
、
畔
頭
組
ご
と
に
保
管
し

て
い
る
評
定
名
寄
帳
を
調
整
す
る
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
春
定
名
寄
帳
が
勘
場
へ
提
出

さ
れ
て
春
定
算
用
究
を
受
け
、
そ
の
年
度
の
年
貢
負
担
料
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

経
過
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
春
定
ハ
各
回
庄
屋
畔
頭
ヲ
勘
場
呼
出
、
名
寄
帳
・
下
札
共
持
出
サ
セ
前
年
度
田
畠
山
林
売

 
 
三
二
而
持
主
ノ
入
団
ひ
タ
ル
ヲ
引
調
る
、
或
ハ
永
當
否
新
開
畑
田
成
町
其
時
々
倉
儀
ノ
正

 
 
拠
物
へ
引
付
等
、
算
用
師
役
主
任
に
し
て
手
子
役
勘
三
役
人
中
惣
掛
リ
ニ
て
御
定
出
鼻
目

 
 
前
二
而
名
寄
帳
清
算
シ
、
春
気
一
紙
一
村
ノ
括
り
マ
テ
悉
皆
済
相
調
候
上
、
大
庄
屋
役
帳

 
 
簿
印
判
〆
リ
ヲ
ス
、
然
ル
上
引
合
算
入
相
違
無
之
と
奥
書
シ
御
勘
定
役
調
印
、
夫
汐
御
代

 
 
官
役
一
見
之
上
大
庄
屋
御
勘
定
役
之
前
判
ヲ
見
三
二
御
代
官
役
奥
書
調
印
済
之
上
、
庄
屋

 
 
畔
頭
乱
下
ケ
渡
ス
、
又
根
帳
ト
号
勘
場
江
一
通
り
取
置
、
一
郡
ノ
惣
括
リ
ヲ
算
用
師
役
相

 
 
調
、
夫
々
調
印
ヲ
ス

 
右
の
如
く
、
村
に
課
せ
ら
れ
る
年
貢
総
高
を
示
す
春
鳥
皆
済
一
紙
は
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
作
業
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
春
定
名
寄
帳
の
調
整
で
あ
る
。
従
っ
て
、

別
の
史
料
で
は
卜
定
を
解
説
す
る
中
に
、
春
定
名
寄
帳
に
つ
い
て
「
名
寄
帳
一
二
頭
元
三
帳
二

候
故
、
下
札
一
同
二
改
り
候
ハ
て
ハ
不
相
白
塗
」
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。

 
年
貢
収
納
の
実
際
の
作
業
は
八
月
か
ら
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
方
法
は
、
先
ず
龍
頭
が
「
田
作

一
統
請
検
見
相
決
候
心
知
訂
正
株
之
外
鎌
留
之
儀
二
付
、
人
別
請
状
仕
ら
せ
候
而
差
出
シ
可
申

候
事
」
と
い
う
こ
と
で
、
田
が
熟
註
し
て
も
検
見
を
う
け
る
ま
で
は
勝
手
に
苅
上
げ
な
い
と
い

う
請
状
を
と
る
。
そ
し
て
、
 
「
早
中
田
熟
毛
次
第
、
見
取
帳
仕
出
之
上
、
上
見
を
請
苅
上
ケ
、

早
速
御
米
収
納
可
仕
候
事
」
と
、
上
見
検
見
を
う
け
た
な
ら
早
速
年
貢
収
納
を
開
始
す
る
の
で

あ
る
。
年
貢
米
は
、
原
則
と
し
て
早
中
田
に
よ
っ
て
取
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
 
「

第
一
大
坂
御
運
送
御
登
せ
候
便
り
、
早
田
米
御
百
姓
心
儘
二
二
仰
付
候
而
は
不
仕
抹
二
品
、
却

而
御
百
姓
損
失
に
も
相
成
候
、
又
上
野
暮
二
至
り
大
風
杯
吹
惣
検
見
等
有
之
立
時
ハ
、
早
田
米

二
て
納
越
置
心
得
ハ
、
血
糖
年
貢
立
用
も
激
成
御
百
姓
勝
手
之
謡
講
候
、
依
之
早
田
見
取
田
作

徳
不
直
結
遣
五
合
五
勺
引
有
切
収
納
被
風
付
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
大
坂
市
場
で
の
販
売

の
メ
リ
ッ
ト
と
、
天
候
不
順
な
ど
に
よ
り
、
収
穫
高
の
総
計
が
い
く
ら
に
な
る
か
予
測
が
つ
か

な
い
た
め
に
、
収
納
出
来
る
と
こ
ろ
が
ら
年
貢
米
を
確
保
し
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。 

九
月
に
入
っ
て
年
貢
収
納
作
業
は
、
畔
編
の
手
に
よ
っ
て
本
格
的
に
行
な
わ
れ
、
 
「
大
坂
御

運
南
米
、
萩
御
蔵
納
米
を
始
、
早
中
田
見
取
意
趣
前
を
以
還
米
取
立
目
蒲
候
事
」
と
、
大
坂
送

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

り
萩
送
り
の
計
画
に
従
っ
て
取
立
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
作
業
と
並
行
し
て
、
 
「
御
米
銀
取
帳

家
出
巻
封
紙
数
印
形
〆
リ
を
取
可
申
候
事
召
人
一
座
取
御
本
米
井
二
田
畠
高
等
書
入
可
申
候
、

印
形
相
成
次
第
取
下
ケ
算
用
仕
立
之
事
」
と
い
う
こ
と
で
、
年
貢
収
納
の
清
算
の
た
め
の
帳
簿

の
作
成
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
年
貢
収
納
の
実
務
は
畔
頭
が
担
当
し
、
十
一
月

十
五
日
の
年
貢
皆
済
の
届
出
も
、
三
頭
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
を
庄
屋
が
村
ご
と
に
と
り
ま
と
め

て
竃
場
へ
報
告
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。

 
ま
た
、
銀
方
貢
租
の
取
立
て
も
、
夏
生
涯
は
六
月
二
十
五
日
を
期
限
と
し
て
畔
頭
が
行
な

い
、
そ
れ
を
庄
屋
が
と
り
ま
と
め
て
、
七
月
一
日
を
期
限
と
し
て
勘
場
へ
上
納
し
て
い
た
。
秋

納
銀
の
場
合
も
同
様
に
し
て
、
十
一
月
二
十
五
日
を
期
限
と
し
て
畔
頭
が
取
立
て
、
庄
屋
が
と

り
ま
と
め
て
十
二
月
一
日
を
期
限
と
し
て
上
納
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
②
人
身
把
握

 
次
に
、
村
落
行
政
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
人
身
把
握
に
つ
い
て
は
、
文
政
八
年
か
ら
、
戸
籍

事
務
等
は
畔
頭
の
任
務
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
月
に
「
宗
門
御
究
人
別
仕
出
帳
・
鉄
砲

請
状
本
人
付
書
斎
共
二
遺
出
酒
事
」
と
、
宗
門
究
帳
と
鉄
砲
請
状
の
調
整
を
し
、
戸
籍
帳
に
つ

い
て
は
毎
月
の
人
数
・
田
畠
・
牛
馬
の
出
入
を
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
八

月
に
は
、
「
戸
籍
出
入
花
壇
ハ
毎
月
相
し
ら
へ
候
事
候
得
共
、
當
月
別
理
念
を
入
相
糺
、
惣
括

り
相
調
、
外
二
括
リ
横
帳
二
〆
陸
相
添
、
十
五
日
を
限
り
青
黛
差
出
シ
可
雀
羅
事
」
と
、
一
年

間
の
出
入
り
を
集
計
し
て
惣
括
り
帳
を
作
成
し
、
庄
屋
を
介
し
て
勘
場
へ
提
出
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
農
民
個
人
個
人
は
禿
頭
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
庄
屋
は
こ
れ
を
総
括
す
る
立
場

に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
庄
屋
の
元
に
伝
え
ら
れ
る
戸
籍
帳
は
、
畔
頭
組
の
組
括
り
帳
で
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ω

て
、
戸
数
の
総
計
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
㈲
 
勧
 
 
 
農

 
村
政
の
う
ち
の
勤
農
の
側
面
に
お
い
て
、
畔
頭
の
職
務
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
表
8
の
よ

う
に
な
る
。
畔
頭
は
、
田
植
か
ら
草
取
り
ま
で
完
全
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
細
か
な
配
慮
を
し
、

あ
る
い
は
堤
・
井
手
・
溝
な
ど
の
水
利
を
保
全
し
、
普
請
な
ど
の
場
合
に
は
手
配
を
行
な
っ
て

い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ω
 
畔
頭
の
性
格
と
そ
の
機
能

 
以
上
の
よ
う
に
、
畔
頭
は
年
貢
収
納
、
人
身
把
握
、
勧
農
に
関
し
て
、
百
計
組
内
に
お
い
て

か
な
り
独
自
の
権
限
を
持
っ
て
職
務
を
行
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
職
務
に
関
す
る
藩
庁
か
ら
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一頭の勧農関係職務内容

務 内 容
貌御普請所取掛りの
者種籾確保のための

良木植付の詮儀

御普請所ならびに
ともに整備良好に

山その外へ良木植
いて調査 田方植
届の者なきよう指

 
 
 
 
外
溝
所
導
立
つ
行

 
・
至
楽
の
・
書
写
御
に
不

職 
手
困
指
そ
手
の
う
秋
果
き

 
 
 
の
山
井
役
よ
度
託
つ

 
井

 
・
船
卸
立
・
下
る
年
の
に

 表
i
、

 
月
一

植付完了の届出，未完了あ
詳しく調査 洪水の損所あ
は防禦対策をし，調査の上

不将の者なきよう見廻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方
ば
割
出

堤
指
種
御
見
地
な
前
配
付
税
田
れ
る
届
田
り
困
の
中
取
御
本
調
考
付
伊
頭
」

月
 
月
周
、
月
 
月
「
-
月
、
月
一
月
 
円
座
一
墨
書

1
2
3
4
 
5
 
6
7
 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

取
導
病
あ
加
よ

草
指の

，
窮
者
よ
す
囲
年
査
〕
渡
藤
座
(

・病気のため田の草取不将
があれば，組合または地下
り加勢・手間替などにて滞
るよう指導;

籾の御蔵納の手配

度春植付けた良木の結果の

「東須恵村の内黒石村畔頭
御用物付立井年中行事書」
家文書)「藤曲村之内北條
附渡御用物附立案年中行事
桜井家文書)により作成

の
通
達
は
畔
頭
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
藩
庁
か
ら
の
通
達
は
、
宰
判
の
勘
場
か
ら
各
村
の
庄

屋
の
も
と
を
巡
廻
し
て
い
く
が
、
庄
屋
元
か
ら
は
小
閑
に
よ
っ
て
畔
頭
に
伝
え
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
前
掲
守
田
家
交
書
の
中
に
、
束
荷
村
下
組
畔
頭
在
任
中
の
御
用
留
が
あ
り
、
幕
末
期
に

お
け
る
郡
奉
行
か
ら
の
通
達
が
書
留
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
冠
頭
は
、
藩
庁
へ
上
申
す
る
際

の
最
下
部
で
の
主
体
と
な
っ
た
。
守
田
直
吉
の
場
合
、
安
政
六
年
三
月
八
日
に
は
、
組
内
百
姓

の
有
末
亀
吉
の
勤
功
願
書
を
と
り
ま
と
め
て
庄
屋
林
小
兵
衛
に
提
出
し
、
更
に
こ
れ
が
大
庄
屋

河
村
武
一
郎
へ
上
申
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
郡
奉
行
所
に
上
申
さ
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。

同
様
の
こ
と
は
、
慶
応
三
年
に
も
、
証
人
百
姓
林
惣
十
郎
の
勤
功
願
書
提
出
の
時
も
行
な
わ
れ

て
い
る
。

 
畔
頭
は
、
右
の
如
き
職
務
権
限
が
あ
っ
た
の
で
、
三
頭
三
内
に
お
け
る
地
位
と
指
導
力
は
強

大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
舟
木
宰
判
西
須
恵
村
の
富
来
見
で
は
、
「
畔
頭
取
計
皇
猷

」
が
と
り
き
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
年
貢
収
納
に
関
す
る
指
導
と
そ
れ
に
と
も
な
う
諸

儀
式
が
細
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
十
二
月
二
十
六
日
に
は
、
地
下
連
合
寄
合
と
し

て
、
証
人
百
姓
・
十
人
頭
.
 
小
触
・
米
計
を
は
じ
め
地
下
中
が
畔
頭
の
所
へ
集
ま
り
、
上
納
米

銀
を
納
め
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
上
納
の
方
法
を
相
談
し
完
納
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
一
月
に
は
、
「
初
寄
合
此
唱
へ
村
別
畔
貸
元
へ
集
会
、
社
人
を
招
き
於
鎮
守
神
楽
を

奏
し
、
其
後
村
中
の
〆
リ
方
申
談
候
」
と
い
う
こ
と
で
畔
頭
宅
に
お
い
て
寄
合
を
開
き
、
村
中

の
と
り
き
め
を
行
な
っ
て
い
る
。

 
従
っ
て
、
組
内
に
お
け
る
牛
頭
の
権
力
は
か
な
り
強
く
、
野
来
見
村
「
地
下
之
心
得
廉
割
」

に
よ
れ
ば
、
屋
根
の
葺
替
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
序
列
が
あ
っ
た
。

 
 
地
下
中
屋
祢
葺
替
之
儀
一
統
秋
作
舞
相
済
候
後
、
第
一
畔
頭
夫
5
一
人
百
姓
頭
立
候
も
の

 
 
6
順
々
二
ふ
き
理
由
、
た
と
へ
早
く
秋
仕
舞
仕
丁
而
も
座
頭
を
差
置
葺
替
杯
決
而
不
仕
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯

 
 
萬
一
畔
頭
方
二
聞
筋
茂
有
之
候
ヘ
ハ
、
謡
曲
5
扶
二
重
候
上
な
ら
玉
樹
取
懸
不
申
、
 
(
下

 
 
略
)

 
こ
の
よ
う
に
組
内
に
お
け
る
畔
頭
・
証
人
百
姓
・
頭
取
百
姓
の
序
列
は
厳
然
と
し
て
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

 
三
頭
の
役
割
の
中
に
は
、
職
務
上
明
確
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
風
俗
引
締
め
と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
舟
木
宰
山
高
泊
村
で
は
、
安
永
八
年
に
畔
三
組
の
統
合
が

行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
地
下
困
窮
、
あ
る
い
は
小
商
い
や
石
炭
掘
り
を
し
て
、
耕
作

に
励
ま
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
寛
政
四
年
に
組
分
け
を
歎
願
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

「
畔
頭
両
町
二
御
引
分
ケ
被
遣
候
ハ
X
、
一
諸
上
納
物
取
立
労
手
廻
宜
、
毎
々
畔
頭
元
二
て
異
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

等
申
聞
候
ハ
x
、
御
百
姓
中
風
俗
も
直
り
」
と
、
畔
頭
に
よ
る
風
俗
引
締
の
効
果
が
期
待
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
三
頭
の
村
落
行
政
官
と
し
て
の
性
格
を
示
す
事
例
と
し
て
、
最
後
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
畔
頭
が
在
地
性
を
欠
如
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
束
荷

村
下
組
の
場
合
、
幕
末
期
に
お
け
る
畔
引
は
守
田
直
吉
で
あ
る
が
、
守
田
家
は
下
組
で
は
な

く
、
隣
の
大
平
組
に
あ
り
、
在
地
性
は
な
い
。
守
田
家
の
近
世
中
・
後
期
に
お
け
る
役
職
履
歴

を
み
て
も
、
表
9
の
如
く
、
必
ず
し
も
自
己
の
居
住
す
る
組
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
和
町
域
に
お
い
て
畔
頭
を
歴
任
し
た
家
の
勤
功
願
書
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

も
、
圧
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
庄
屋
の
在
地
性
の
欠
如
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ

 
な

る
が
、
畔
頭
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
支
配
の
末
端
と
し
て
の
行
政
的
性
格
が
窮
え

守田家の役職履歴表9

問
.
 

期職役
一前名

大三組畔頭1元文2～天明6
     1   (51年間)

天明6～寛政10
   (13年間)

大平組畔頭

喜兵衛

常右衛門

横尾組証人1寛政10～文政5
百姓撤平1 (25年間)
御立山山廻1

り     1

      
横尾組証人:文政5～嘉永6
百耕大平1 (33年間)

御立山山廻

り

下組年頭  安政元～明治7
         (21年間)

源之進

吉直

〔備考〕「守田家勤功願書」

   により作成。

(守田家文書)
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る
の
で
あ
る
。

 
 
(
注
)

①
 
伊
藤
家
は
、
勤
功
書
に
よ
れ
ば
、
文
左
衛
門
の
と
き
、
安
政
六
年
か
ら
明
治
三
年
ま
で

 
 
 
東
須
恵
村
の
黒
石
に
お
い
て
畔
頭
を
勤
め
、
子
の
文
助
も
明
治
三
年
か
ら
畔
頭
を
引
継

 
 
 
い
で
い
る
。

㈲
 
桜
井
家
は
、
藤
曲
村
北
條
の
畔
頭
を
勤
め
、
開
作
地
を
県
内
に
領
し
て
い
た
た
め
、
開

 
 
 
作
関
係
の
名
寄
帳
が
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

 
㈲
 
畔
頭
関
係
の
帳
簿
と
し
て
は
、
東
須
恵
村
と
藤
曲
村
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
は
、

 
 
 
戸
籍
帳
・
小
村
帳
・
小
村
下
絵
図
・
名
寄
帳
(
郡
算
用
身
詰
よ
り
当
勘
定
ま
で
の
も
の

 
 
 
)
.
 
御
米
取
帳
(
先
勘
定
)
・
夏
秋
納
買
取
帳
(
先
勘
定
)
・
地
下
足
役
賃
米
銭
定
・

 
 
 
堤
井
手
水
廻
シ
水
宛
給
米
穂
木
付
根
帳
で
あ
る
。
東
須
恵
村
の
み
に
見
ら
れ
る
の
は
、

 
 
 
合
壁
山
絵
図
・
合
壁
山
名
寄
帳
、
藤
曲
村
の
み
に
見
ら
れ
る
の
は
、
御
開
作
小
村
帳
・

 
 
御
開
作
小
村
帳
絵
図
で
あ
り
、
閉
村
の
地
域
性
の
差
を
反
映
し
て
い
る
。

但(5)(8) (7) (6)ao) (g)(10

山
内
家
は
、
小
郡
宰
判
大
庄
屋
、
秋
穂
村
・
陶
村
な
ど
の
庄
屋
を
歴
任
し
て
い
る
。
な

お
、
伊
藤
.
 
桜
井
.
 
山
内
家
文
書
は
、
現
在
、
山
口
県
文
書
館
蔵
。

一
例
を
示
す
と
九
月
の
年
貢
収
納
関
係
帳
簿
と
し
て
は
、
米
銀
差
引
帳
・
収
納
米
肥
取

帳
(
巨
頭
組
単
位
)
・
御
蔵
御
米
仮
提
帳
・
御
蔵
御
米
提
帳
控
・
収
納
野
庭
帳
附
託
・

回
米
切
掛
ケ
控
帳
.
 
御
印
米
船
頭
請
取
帳
・
御
米
前
出
夫
明
俵
割
符
帳
・
御
蔵
納
米
抜

込
帳
控
.
 
御
三
御
三
津
出
シ
控
帳
・
御
蔵
番
飯
諸
雑
用
控
帳
・
御
米
蔵
入
ひ
か
へ
帳
が

あ
る
。「

東
須
恵
村
の
内
黒
石
村
畔
頭
座
付
渡
御
用
物
付
立
井
年
中
行
事
」
 
(
伊
藤
家
文
書
)

「
代
官
所
諸
役
職
務
解
説
」
毛
利
家
文
庫
 
山
口
県
文
書
郭
勤

品
定
の
時
の
庄
屋
の
役
割
は
、
春
定
皆
済
一
紙
を
算
用
師
へ
提
出
し
、
ま
た
畔
頭
よ
り

の
報
告
を
も
と
に
し
て
名
寄
帳
組
括
り
・
名
寄
帳
書
寄
の
帳
簿
を
各
二
冊
ず
つ
作
成

し
、
 
一
冊
は
算
用
師
へ
提
出
、
 
一
冊
は
庄
屋
元
へ
保
管
し
た
。
(
「
庄
屋
許
年
中
行

事
」
)「

御
代
官
役
心
得
書
」
毛
利
家
文
庫
 
山
口
県
文
書
論
蔵

大
坂
運
送
米
と
見
送
米
が
区
別
し
て
取
立
て
ら
れ
る
の
は
、
大
坂
運
送
米
が
三
斗
四
升

入
俵
で
、
俵
仕
立
も
入
念
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

人
身
把
握
に
お
け
る
庄
屋
の
職
務
は
、
一
月
は
、
畔
頭
よ
り
書
出
さ
れ
た
宗
門
仕
出
帳

を
一
冊
に
ま
と
め
、
五
人
組
括
り
と
し
て
笹
島
よ
り
出
さ
れ
た
鉄
砲
請
状
仕
出
帳
を
一

冊
に
ま
と
め
、
こ
れ
ら
を
艶
場
へ
提
出
す
る
。
八
月
は
、
畔
頭
よ
り
の
届
出
を
も
と
に

a6) a5 (19 a3) a2)ao

し
て
戸
籍
帳
括
り
を
作
成
し
、
五
日
を
期
限
と
し
て
勘
場
へ
提
出
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

『
防
長
風
土
注
進
案
』
舟
木
宰
判
西
須
恵
村
 
三
四
三
～
四
頁

同
右
 
三
四
一
頁

同
右
 
三
四
四
～
五
頁

「
舟
木
宰
判
本
譜
」
山
口
県
文
書
届
済

た
と
え
ば
、
 
「
三
冠
願
丼
寄
書
意
外
」
 
(
大
和
町
塩
田
 
井
上
家
文
書
)
に
所
収
さ
れ

て
い
る
塩
田
村
各
組
の
畔
頭
の
勤
寸
書
に
よ
る
。

武
藤
直
「
近
世
防
長
の
市
町
と
そ
の
背
景
」
(
『
藩
領
の
歴
史
地
理
』
三
七
一
頁
)
に

徳
地
二
五
に
お
け
る
村
庄
屋
勤
務
の
家
と
そ
の
居
住
地
に
関
す
る
分
析
が
あ
り
、
庄
屋

の
在
地
性
が
な
い
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
。

四
 
む
 
 
す
 
 
び

 
以
上
、
本
稿
は
、
従
来
あ
ま
り
追
求
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
長
州
藩
村
落
の
内
部
構
造

を
究
明
し
、
そ
こ
に
お
け
る
村
役
人
の
性
格
に
つ
い
て
、
弓
頭
を
中
心
と
し
て
実
態
的
機
能
の

面
に
主
題
を
限
定
し
て
分
析
を
進
め
た
。
分
析
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
諸
事
実
そ
の

も
の
が
本
稿
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
総
括
を
し
て
お
け
ば
、
次
の
如

く
で
あ
る
。

①
 
藩
政
村
の
内
部
構
成
単
位
た
る
三
頭
組
は
、
熊
毛
宰
判
の
場
合
、
五
十
～
八
十
軒
を
標
準

 
的
な
軒
数
規
模
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

②
畔
頭
組
は
、
数
個
の
集
落
を
統
合
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
 
集
落
で
一
畔
頭

 
組
を
形
成
し
て
い
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
集
落
を
分
割
し
て
鳶
頭
組
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も

 
あ
る
。
生
活
共
同
体
と
し
て
の
機
能
は
、
集
落
、
あ
る
い
は
荒
神
・
地
神
の
講
組
な
ど
の
機

 
能
集
団
に
お
い
て
果
さ
れ
て
お
り
、
畔
頭
組
は
行
政
的
性
格
が
強
い
。

③
 
畔
頭
組
内
部
の
行
政
組
織
に
は
、
ほ
ぼ
十
軒
を
一
単
位
と
す
る
十
人
組
が
あ
り
、
十
人
組

 
ご
と
に
一
人
の
頭
取
百
姓
が
お
か
れ
た
。
頭
取
百
姓
の
中
か
ら
、
雲
州
組
ご
と
に
一
人
の
証

 
人
百
姓
が
お
か
れ
た
。
十
人
組
頭
・
証
人
百
姓
は
、
村
民
の
意
向
を
反
映
し
て
選
任
さ
れ

 
た
。

④
 
畔
頭
は
、
単
な
る
庄
屋
の
補
佐
役
で
は
な
く
、
自
己
の
支
配
す
る
寺
内
に
お
い
て
、
年
貢

 
収
納
・
人
身
把
握
・
勧
農
に
関
し
て
、
か
な
り
独
自
の
権
限
を
持
っ
て
職
務
を
行
な
っ
て
い

 
た
。
文
書
機
構
か
ら
み
る
と
、
藩
庁
か
ら
の
通
達
は
庄
屋
を
介
し
て
畔
道
ま
で
伝
え
ら
れ
、
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ま
た
、
畔
頭
は
、
藩
庁
へ
文
書
を
上
申
す
る
場
合
の
主
体
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
畔
頭
の

組
内
に
お
け
る
地
位
は
高
く
、
そ
の
指
導
力
は
強
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
畔
頭
に
は
、
在
地

性
を
欠
く
者
も
あ
り
、
支
配
機
構
の
末
端
と
し
て
の
行
政
官
的
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五
 
補
論
 
年
貢
収
納
関
係
諸
帳
簿
に
つ
い
て

 
こ
こ
で
は
、
村
役
人
の
職
務
機
能
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
、
年
貢
収
納
関
係
諸
帳
簿
の
性

格
と
そ
の
残
存
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

 
長
州
藩
の
近
世
文
書
の
残
存
状
況
に
関
し
て
は
、
藩
政
文
書
は
豊
富
で
あ
る
が
農
村
文
書
が

稀
薄
で
あ
る
と
の
指
摘
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
現
在
も
な
お
意
欲
的
に
史

料
発
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
首
肯
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
し

か
し
、
他
藩
の
史
料
調
査
に
従
事
し
た
経
験
か
ら
比
較
し
て
み
る
と
、
大
勢
と
し
て
は
認
め

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
農
村
文
書
が
あ
ま
り
残
存
し
て
い
な
い
原
因
に
つ
い

て
は
、
紙
問
屋
が
買
占
め
た
等
の
こ
と
が
言
わ
れ
た
り
す
る
が
、
未
だ
体
系
だ
っ
た
指
摘
は
成

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
筆
者
は
、
こ
の
原
因
は
、
先
述
の
長
州
藩

年
貢
収
納
構
造
と
関
連
す
る
、
帳
簿
作
成
過
程
と
そ
の
処
理
の
あ
り
方
に
一
端
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
 
「
四
冊
御
書
付
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
和
三
年
か
ら
は
、
年

貢
収
納
関
係
帳
簿
は
異
動
が
無
け
れ
ば
前
年
度
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
毎
年
作
成
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。

 
〔
鑑
定
下
札
〕
 
「
下
札
の
儀
、
只
今
若
江
春
野
替
来
候
へ
共
、
自
今
は
入
狂
ひ
無
之
候
ハ

 
 
 
X
前
年
の
亡
い
つ
ま
で
も
相
用
、
田
畠
永
否
又
ハ
売
買
二
付
入
狂
ひ
有
之
分
ハ
春
々
調

 
 
 
野
外
仰
付
」

 
〔
春
里
名
寄
帳
〕
 
「
名
寄
帳
の
儀
、
下
札
前
の
通
納
分
内
書
ま
で
も
相
立
置
、
田
畠
否
石

 
 
 
其
影
取
遣
二
付
入
狂
ひ
有
之
候
は
年
々
調
替
、
相
違
無
百
年
は
前
年
の
分
借
用
、
奥
書

 
 
 
二
何
年
分
の
儀
も
前
年
の
分
注
無
相
違
段
書
記
、
御
代
官
下
弟
御
算
用
方
名
印
取
置
候

 
 
 
様
可
有
御
沙
汰
候
」

 
〔
春
定
皆
済
一
紙
〕
 
「
村
別
春
定
一
紙
の
儀
、
増
減
有
之
年
ハ
調
替
、
無
相
違
年
は
前
年

 
 
 
の
愚
直
様
相
用
、
尤
奥
書
前
年
の
分
三
無
相
違
段
締
り
の
印
形
相
成
相
済
候
」

 
右
の
よ
う
に
、
春
定
下
札
・
春
定
名
寄
帳
・
春
定
皆
済
一
紙
と
も
に
前
年
度
と
異
動
が
無
け

れ
ば
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
使
用
す
る
よ
う
、
明
和
三
年
の
法
令
に
よ
っ
て
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
 
「
以
前
と
違
ひ
地
下
繁
用
の
段
ハ
於
上
も
其
御
手
当
二
付
、
一
体
の
締
り
さ
へ

相
成
候
は
、
言
言
の
仕
立
券
致
省
略
、
手
間
費
の
儀
無
之
様
に
と
の
御
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
地
方
行
政
の
簡
素
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
以
上
は
年
貢
収
納
関
係
諸
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、

棄
の
問
題
が
あ
る
。
量
定
の
仕
組
に
つ
い
て
の
明
治
期
の
調
査
書
は
、

触
れ
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

春
 
 
定
 
 
法

も
う
一
方
で
、
文
書
廃

文
書
処
理
の
方
法
に
も

毎
春
塾
頭
元
二
於
テ
、
百
姓
人
別
所
有
ノ
田
畠
山
林
ノ
反
別
石
高
及
ひ
其
租
税
ヲ
明
記
シ

タ
ル
名
寄
帳
ナ
ル
者
ヲ
調
整
シ
、
百
姓
人
別
ノ
印
判
ヲ
取
り
庄
屋
元
へ
差
出
シ
、
下
検
査

ヲ
ナ
シ
其
村
ノ
都
合
帳
ヲ
製
シ
、
之
ヲ
添
テ
勘
場
へ
持
出
シ
、
算
用
方
ト
唱
ル
郡
官
検
閲

官
ト
ナ
リ
、
算
用
師
前
年
ノ
国
定
帳
ト
引
合
精
算
ヲ
ナ
シ
、
無
相
遅
達
ハ
代
官
算
用
方
ノ

奥
書
調
印
ヲ
為
シ
タ
ル
上
、
其
帳
簿
ハ
湖
頭
元
二
於
テ
之
ヲ
保
護
ス
、
 
(
中
略
)

 
 
春
定
名
寄
帳
畔
頭
一
兀
二
於
テ
製
ス
ル
モ
ノ

 
 
春
若
御
皆
済
一
紙
 
一
ケ
村
ノ
括
り
庄
屋
元
二
於
テ
髪
上

 
 
貰
婿
御
皆
済
芝
葺
一
紙
 
一
郡
ノ
括
り
碧
羅
元
二
於
テ
製
ス
ル
モ
ノ

北
諸
帳
簿
ハ
五
年
目
又
ハ
七
年
目
八
年
目
二
郡
窮
ト
称
シ
郡
奉
行
回
郡
ノ
節
、
再
ヒ
之
ヲ

検
閲
シ
タ
ル
後
、
初
テ
反
古
ト
ナ
ル
ナ
リ

 
こ
の
よ
う
に
、
春
定
名
寄
帳
・
春
甥
御
皆
済
一
紙
・
春
望
御
皆
済
惣
括
一
紙
は
、
五
年
な
い

し
七
・
八
年
目
ご
と
の
郡
窮
め
に
よ
り
、
郡
奉
行
の
検
閲
を
受
け
た
ら
廃
棄
し
て
も
よ
い
と
さ

れ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
方
法
は
廃
棄
を
命
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
年
貢
関
係
諸
帳
簿
の
保
存

は
個
人
的
に
行
な
え
ば
充
分
可
能
な
訳
で
あ
り
、
現
実
に
は
か
な
り
の
量
の
史
料
が
残
存
し
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
藩
に
比
し
て
長
州
藩
地
方
文
書
を
稀
薄
に
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
要

因
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
運
用
に
お
い
て
も
、
前
述
の
「
畔
頭
座
付
渡
御
用
物
付

立
井
年
中
行
事
書
」
に
、
年
頭
が
職
務
上
引
継
ぐ
春
定
名
寄
帳
は
、
先
の
郡
窮
め
以
後
の
も
の

の
み
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
実
用
的
効
力
を
失
っ
た
帳
簿
は
、
地
方
行
政
を
簡
素
化
す
る
と
い

う
藩
庁
側
の
意
図
の
影
響
を
受
け
て
、
廃
棄
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

 
以
上
、
長
州
藩
農
村
文
書
が
、
他
藩
に
比
し
て
稀
薄
で
あ
る
こ
と
の
原
因
の
一
端
に
つ
い
て

考
察
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ま
だ
ま
だ
未
発
掘
の
史
料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
場
合
、
南
頭
文
書
は
史
料
規
模
も
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
の
史
料
調
査
に
お

い
て
は
、
庄
屋
文
書
に
比
し
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
述
し
た
口
頭
の
性
格
か
ら
、
村
落
構
造
を
分
析
す
る
上
で
基
本
と
な
る
農
民
個
々
人
の
動
向

は
、
庄
屋
文
書
で
は
な
く
、
畔
頭
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
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畔
頭
文
書
に
よ
り
注
目
し
て
史
料
発
掘
が
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
州
藩
村
落
史
研
究
が

更
に
深
化
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
(
注
)

 
ω
 
『
萩
藩
四
冊
御
書
付
』
五
〇
頁

 
②
 
 
「
毛
利
家
民
政
財
政
材
料
集
録
」
毛
利
家
文
庫
 
山
口
県
文
書
館
蔵

長州藩村落の構造とその機能

(
付
記
)

 
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
調
査
に
お
い
て
多
大
の
御
高
配
を
い
た

だ
い
た
、
山
口
県
文
書
館
・
山
口
女
子
大
学
付
属
図
書
館
・
大
和
町
教
育
委
員

会
の
各
位
、
大
和
町
束
荷
の
守
田
正
氏
に
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
。

 
な
お
、
本
稿
の
分
析
の
主
た
る
ブ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
、
熊
毛
郡
大
和
町
域
に

お
け
る
近
世
村
落
の
様
相
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
 
『
大
和
町
史
』
の
近
世
編

(
執
筆
担
当
は
筆
者
。
近
く
発
刊
の
予
定
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
昭
和
五
十
四
年
九
月
八
日
受
理
)

(
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
歴
史
教
室
)
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